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FIT特例制度に関する
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3Ⅰ．はじめに

本資料は、FIT特例制度に関する広域機関システム マスタ申請に
ついてご説明するものです。
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Ⅱ－２．発電所マスタ申請（FIT認定区分）
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5Ⅱ－１．BGマスタ申請（特例発電BG）

送配電買取および小売買取のFIT特例制度①・②を利用される小売電気事業者は、以下のBGマ
スタを申請してください。

買取
義務者

回避可能
費用

FITインバランス
特例制度①

FITインバランス
特例制度②

FITインバランス
特例制度③

（参考）
特例制度
非適用

変動電源
（太陽光、
風力）

非変動電源
（水力、地
熱、バイオ
マス）

変動電源
（太陽光、
風力）

非変動電源
（水力、地
熱、バイオ
マス）

変動電源
（太陽光、
風力）

非変動電源
（水力、地
熱、バイオ
マス）

小売

激変緩和
措置

１ ２ ３ ― ４

市場価格 ５ ６ ７ ― ８

送配電 市場価格 ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５

送配電買取と改正FIT法以前の小売買取は、特例制度の類型が同じでも別々に発電BGを
組成（BGマスタを新規申請）する必要があります。

上表以上のBG細分化（例：上表「１」に対し、太陽光BG・風力BGを別々に組成）が
必要なエリアもありますので、契約時に当該一般送配電事業者にご確認をお願いします。

【マスタ申請・計画提出】
小売電気事業者

【マスタ申請・計画提出】
送配電事業者

送配電買取（特定送配電事業者含む）のFIT特例制度③ については、個別にご説明しますので
計画受付窓口までお問い合わせください。



6Ⅱ－２．発電所マスタ申請（FIT認定区分）

FIT特例制度 認定区分 発電所マスタ 電源種別

特例制度①（小売買取） FIT電源1

特例制度②（小売買取） FIT電源2

特例制度①（送配電買取） FIT送配1

特例制度②（送配電買取） FIT送配2

各認定区分に対する発電所マスタ「電源種別」設定

送配電買取および小売電買取のFIT特例制度①・②を利用される小売電気事業者は、以下の発
電所マスタを申請してください。

発電所マスタを新規申請してください。
（既に発電所マスタに登録済の場合、登録されている系統コードを広域機関よりご連絡します）

認定区分が変更となる場合は、発電所マスタの「電源種別」の変更申請をしてください（※）
ただし、 認定区分の変更ができない場合もありますので、あらかじめ一般送配電事業者に確認
した上で、認定区分の変更申請をしてください。

【FIT特例制度の変更例】
・特例制度①（買取主体：小売） ⇒ 特例制度①（買取主体：送配電）
・特例制度②（買取主体：小売） ⇒ 特例制度②（買取主体：送配電）

※東京エリアの発電所については、小売買取から送配電買取のFIT特例制度①・②に変更する（買取主体を
小売から送配電に変更し、再生可能エネルギー電気特定卸供給契約を申込みする）際に、新規に系統コー
ドの取得（発電所マスタの新規申請）が必要となりますので、ご留意ください。

新規申請（発電所マスタに未登録の発電所）

変更申請（発電所マスタに登録済の発電所）



7Ⅱ－３．発電所マスタ申請（バイオマス混焼発電所）

バイオマス混焼発電所は、同一発電所の場合でも、FIT分と非FIT分に分けるために、発電所マ
スタの登録（系統コード）が２つ必要となるエリアがあります。

バイオマス混焼発電所
受電地点

FIT特例分

非FIT特例分

バイオマス混焼発電所については、FIT分と非FIT分に分けて発電BGの発電計画を計上す
ることが求められます。なお、FIT分と非FIT分のインバランス精算は月間のバイオマス
発電実績比率を用いて按分することになりますので、計画時にはその比率を想定して計
画を策定することになります。

エリア別の発電所マスタ申請方法

※発電所マスタの「発電所名」「発電所名略称」は、重複しないように設定をお願いします。

「小売全面自由化に伴う再エネ特措法施行規則等の改正に関する説明会（FAQ）」
（資源エネルギー庁、2015年11月25日）抜粋

エリア
発電所マスタ登録数
（系統コード）

発電所マスタ 電源種別

北海道、東北、中部、北陸、四国、沖縄 １ 非調整電源

東京、関西、中国、九州 ２※

FIT電源1／FIT電源2／
FIT送配１／FIT送配２

非調整電源
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Ⅲ．FIT特例制度①における特殊な発電所マスタ申請
Ⅲ－１．系統コードの集約の概要
Ⅲ－２．系統コードの集約申請方法



9１．系統コードの定義

系統コードの分類 内 容

個別コード 発電所の発電地点毎に発番した系統コード

群コード※ 低圧の複数の発電所の発電地点を束ねた１つの系統コード

集約コード 複数の発電所の発電地点を束ねた１つの系統コード

計画入力コード
FIT特例制度①の特例発電BG（以下「FIT特例①BG」）の太陽光・風力において、
一般送配電事業者が計画値を入力するための専用の系統コード

本資料の説明のため、系統コードを以下の分類に定義します。

※低圧群コードは、電源種別毎に発番が必要です。



10２．FIT特例①BGの集約・計画入力コード

※供給区域によって取扱いが異なります。供給区域毎の具体的な集約コードと
計画入力コードの取扱いは、Ｐ1１・1４をご参照ください。

【集約コード】
複数の発電地点別の系統コードを束ねた１つの系統コードです。個々の発電地点の系統
コードも発番が必要です。（集約を行わず個々の発電地点の系統コードを使用すること
も可能です。）

【集約コード】
複数の発電地点を束ねた１つの系統コードです。一般送配電事業者が計画値を入力する
ために用います。個々の発電地点の系統コード発番は不要です。

【計画入力コード】
一般送配電事業者が計画値を入力するための専用の系統コードです。個々の発電地点の
系統コードも発番が必要です。

FIT特例①BG（水力・地熱・バイオマス）

FIT特例①BG（太陽光、風力）



11３．系統コード集約および発電所マスタの変更申請

供給区域毎の系統コード集約および発電所マスタの変更申請は、以下の５パターンとなります。

パターン 系統コードの集約申請 発電所マスタ変更申請 供給区域

Ａ
特高～低圧の複数の発電所をまと
めた１つの系統コード（集約コー
ド）を発番申請

－ 沖縄

Ｂ
高圧・低圧の複数の発電所をまと
めた１つの系統コード（集約コー
ド）を発番申請

－ 四国

Ｃ
計画入力用の系統コード（計画入
力コード）を発番申請

－
北海道
北陸

Ｄ

低圧群の系統コードがある場合は
申請は不要、ない場合は計画入力
用の系統コード（計画入力コー
ド）を発番申請

－
中部、関西、
中国

Ｅ －

代表させる発電地点の系統コー
ドの発電所マスタデータの同時
最大受電電力の変更申請を希望
する場合に、発電所マスタを変
更申請

東北、東京、
九州

※供給区域・電源種別・電圧階級毎の申請が必要な系統コードはＰ1４をご参照ください。



12４．発電所マスタの同時最大受電電力

集約・計画入力コードの登録、発電所マスタの変更※１申請時における発電所マスタデータの
「同時最大受電電力」は、以下に従い入力してください。

電源種別 供給区域 対象コード
同時最大受電電力欄への

入力内容

太陽光・風力

北海道、中部、北陸、
関西、中国、四国、沖縄

集約コード
計画入力コード

「999,999,999」を入力してく
ださい。

東北、東京、九州
代表させる発電地
点の系統コード

代表させる発電所の同時最大受電
電力の合計値を入力※２してくださ
い。

水力・地熱・ﾊﾞｲｵﾏｽ

沖縄 集約コード
集約する発電所の同時最大受電電
力の合計値を入力してください。

四国 集約コード
「999,999,999」を入力してく
ださい。

※１ 計画値を配分する場合は、変更申請の必要はありません。
発電所マスタデータで管理されている同時最大受電電力を超過しないようご注意ください。

※２ 代表させる系統コード以外の発電計画値をゼロとして入力する場合に、代表させる系統コードの発電
所マスタデータの同時最大受電電力の変更申請を行うことが可能です（低圧群の系統コードで代表
させる場合は、低圧群の系統コードの同時最大受電電力は「999,999,999」で設定されているため、
発電所マスタの変更申請は不要です）。
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Ⅲ．FIT特例制度①における特殊な発電所マスタ申請
Ⅲ－１．系統コードの集約の概要
Ⅲ－２．系統コードの集約申請方法



14１．系統コードの供給区域毎の取扱い

集約・計画入力コードが必要な供給区域は下表のとおりです。

パ
タ
ー
ン

電源
種別

FIT特例①BG（送配電買取・小売買取） FIT特例①BG以外

太陽光・風力 水力・地熱・バイオマス 火力・太陽光など

供給区域 特高 高圧 低圧※1 特高 高圧 低圧※1 特高・高圧・低圧※1

Ａ 沖縄
集約

個別
個別

群 ※7
（個別）※3 （個別）※3 (集約)※5

Ｂ 四国 個別
集約

個別
個別 群

FIT特例①BG
水力、地熱、バイオマス

と同じ取扱い

（個別）※3 (集約)※6

Ｃ
北海道
北陸

計画入力用※2

個別 個別 群
個別 個別 群

Ｄ
中部
関西
中国

個別 個別 群

個別 個別 群
（計画入力用）※4

Ｅ
東北
東京
九州

個別 個別 群 個別 個別 群

（ ）は必要な場合のみ申請



15（補足説明）

※１ 従来通り、低圧の複数の発電地点を低圧群として系統コードを１つ発番します。
ただし、電源種別（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス、その他電源）毎に発番します。

※２ 発電地点別及び低圧群の系統コードとは別に発番します。
※３ 部分買取や発電地点別の発電計画値が必要な場合のみ発番します。
※４ 低圧買取の無い小売電気事業者に発番します。
※５ 発電地点を集約して計画値を提出する場合に、発電地点別のコードとは別に発番します。

ただし、集約できるのは高圧のみで、電源種別（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス、
その他電源）毎に集約となります。

※６ 発電地点を集約して計画値を提出する場合は、発電地点別のコードに替えて発番します。
高圧と低圧の集約も可能です。
ただし、電源種別（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス、その他電源）毎に集約します。

※７ 太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスについては、FIT特例①BGと同じです。
その他電源については、FIT特例①BGの水力、地熱、バイオマスと同じです。

太陽光

風力

集約コード A風力

小売α
（部分買取）

小売β
（部分買取）

小売βの集約コード

B風力
（全量買取）

C風力
（全量買取）

電源種別が混在する場合
集約はできません

個別に発電計画の入力が必要であるため
部分買取している場合は集約できません

小売βのFIT特例①BG

【※１の具体的なイメージ】 【※３の具体的なイメージ】



16２．集約・計画入力コードの発電所マスタの記載方法（１）

発電所マスタ

No 項目名 内容

1 系統コード 一般送配電事業者が指定する系統コード（集約コードまたは計画入力コード）

2 電源所属エリア名 電源の所属エリア（北海道／東北／東京／中部／北陸／関西／中国／四国／九州／沖縄）

3 電源種別 電源の種別（非調整電源／FIT電源１／FIT電源２／FIT送配1／FIT送配2／FIT送配3）

4 電圧種別
集約・計画入力コードの場合に以下の電圧種別を選択してください
・FIT特例①BG（太陽光、風力） ：「特別高圧」
・FIT特例①BG（水力・地熱・バイオマス）：「高圧」

5 契約開始日 発電量調整供給契約を開始する日

6 適用開始日 発電量調整供給契約を開始する日

7 適用終了日 No.1の系統コードの使用終了年月日（終了予定が無い場合は入力不要）

8 同時最大受電電力

・FIT特例①BG（太陽光、風力） ：最大値「999,999,999」を入力してください
・FIT特例①BG（水力・地熱・バイオマス）：

供給区域（沖縄）⇒契約上の同時最大受電電力の集約した発電所の合計値を入力
してください

供給区域（四国）⇒最大値「999,999,999」を入力してください

9 発電所名 集約コード名または計画入力コード名 例：広域東京ＦＩＴ特例１ＰＶ

10 発電所名略称 集約コード名または計画入力コード名 例：広域東京Ｆ１ＰＶ

11 代表事業者コード ・計画値同時同量：発電契約者の事業者コード ・実同時同量：契約者の事業者コード

事業者 広域機関 一般送配電事業者入力者



17２．集約・計画入力コードの発電所マスタの記載方法（２）

事業者 広域機関 一般送配電事業者入力者

発電所マスタ

No 項目名 内容

12 代表事業者名称 No.11の事業者名

13 郵便番号 No.9に含まれる発電所の所在地の郵便番号（1発電所を自由に選択してください）

14 住所 No.9に含まれる発電所の所在地（1発電所を自由に選択してください）

15 連絡者氏名 No.11の連絡者名

16 連絡者所属 No.11の所属

17 連絡者電話番号 No.11の電話番号

18 連絡者FAX番号 No.11のFAX番号

19 連絡者メール No.11のメールアドレス

20 所属事業者コード No.11と同じ事業者コード

21 所属事業者名称 No.11と同じ事業者名
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Ⅲ．FIT特例制度①における特殊な発電所マスタ申請
Ⅲ－１．系統コードの集約の概要
Ⅲ－２．系統コードの集約申請方法
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Ⅳ．参考
（資源エネルギー庁「改正FIT法による制度改正について」資料抜粋）



20（参考）送配電事業者が買い取ったFIT電気の引渡し方法

「改正FIT法による制度改正について」（資源エネルギー庁、 2017年3月）抜粋



21（参考）送配電買取におけるFITインバランス特例

「改正FIT法による制度改正について」（資源エネルギー庁、 2017年3月）抜粋



22（参考）発電設備の増設時等における買取主体、認定、激変緩和措置

「改正FIT法による制度改正について」（資源エネルギー庁、 2017年3月）抜粋



23（参考） FAQ（送配電買取関係）

「改正FIT法による制度改正について」（資源エネルギー庁、 2017年3月）抜粋


